
【 破損 】
ボールペンをはさんで
閉じてしまったため
画面にひびが…

【 災害 】
火災・落雷でPCが
壊れてしまった

● 盗難や修理不能時および修理代金(税込)が補償限度額以上となり、修理しなかった場合

 150,000円(補償限度額)をお支払いします   ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒   動産補償は終了
※学習用PCの再購入を条件とし、その購入額を上限に保険金が支払われます。     

● 修理代金（税込）が補償限度額以上となったが修理をする場合
 160,000円(修理代)－150,000円(補償限度額)＝超過分10,000円を自己負担いただきます 

   ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒   動産補償は継続

機種名 1事故・1修理毎の補償限度額（1事故あたり免責金額）

富士通製キャンパスＰＣ
LIFEBOOK UHシリーズ

150,000円（なし）

富士通製キャンパスＰＣ

動産補償制度のご案内

1 特 色
● メーカー保証の対象とならない破損・火災・盗難・水濡れ等に対応
● 安心の4年間補償
● 下記３.で定めた補償限度額の範囲内であれば何度でも修理費用を補償
（事故毎自動復元） ※ただし、全損時（修理不能や修理代金（税込）が補償限度額以上となり修理しなかった

場合）や、盗難は１回限りの補償となり、それ以降の補償は受けられません。

対象となる主な損害 対象とならない主な損害

・破損
・火災､破裂､爆発､落雷､風災､雪災､ひょう災
・水濡れ､洪水
・盗難 (置き忘れに伴う盗難は除く) ※注 

◇部品交換を伴う修理に限ります
◇日本国内での偶然･急激･外来の事故に限ります
※注 「盗難届受理番号」申請が必要です

・故意､重過失
・紛失､置き忘れ(置き忘れに伴う盗難を含む)
・自然の消耗､劣化､腐食､さび､かび､変色
虫食い､擦傷､塗装の剥落､汚れ

・ソフト等の単独損害
・詐欺､横領､地震､噴火､津波
・故障(メーカー保証にて対応可)
・海外での事故 等

２ 補償範囲

３ 補償限度額 （補償期間: パソコン引渡日～2030年3月31日まで）

全損時の
補償例

【 盗難 】
PCを盗まれてしまった

【水濡れ】
PCにジュースを

こぼしてしまった…

４年間
がっちり補償
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